
事業評価の適正な実施について 

水道施設整備事業の事前評価及び再評価 
「水道施設整備事業の評価実施要領」（平成16年7月12日策定、平成23年7月7日改正） 

「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目」 （平成16年7月12日策定、平成23年7月7日改正） 

「水道事業の費用対効果分析マニュアル」（平成19年7月策定、平成23年7月改訂） 

「水道施設整備事業の評価実施要領等解説と運用」（平成23年7月策定） 

に基づき、適切に評価を実施 
 
※事業評価の事例や知見の蓄積、総務省における政策評価の点検の結果（客観性担保評価活動）や
行政刷新会議「事業仕分け」における評価などを踏まえ、 
平成23年7月、実施要領、実施細目、マニュアルを一部改正するとともに、解説と運用を新たに策定 

対象 
事業 

○簡易水道等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業 
○水道水源開発等施設整備費補助金の交付を受けて実施する事業 
○水資源機構が実施する事業（厚労大臣がその実施に要する費用の一部を補助する者に限る） 
※地域自主戦略交付金は対象としてない 

事前 
評価 

 事業費10億円以上の事業を対象に、事業の採択前の段階において実施 

 事業採択後5年を経過して未着手、10年を経過して継続中、10年経過以降は原則5年経過して継続中
の事業を対象に実施 
 なお、水道水源開発のための施設（海水淡水化施設を除く）の整備を含む事業は、本体工事等の着
手前に実施。ただし、この場合は以後10年間評価を要しない（平成21年4月より導入） 
 また、社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた場合は、適宜実施 

再評価 
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事業評価への主な意見等 
 

■需要予測にあたっての留意事項 
（総務省「政策評価の点検の結果」、「公共事業の需要予測
等に関する調査に基づく勧告」） 

・需要予測の精度向上について など 

■便益算定方法の明確化 
（総務省「政策評価の点検の結果」） 

・便益の算定方法を明確にすべき 

・便益の算定方法を変更したことの説明を十分に
行うこと 
・給水制限率（節水率）の算定式について 

■評価に関する情報の取扱いについて 
（総務省「政策評価に関する情報の公表に関するガイドライ
ン」） 

・情報の公表に関する基本的な事項について 

■代替案の取扱いについて 
（行政刷新会議「事業仕分け」） 

・水利権の転用等についても考慮した評価の実施 

■社会的割引率について 
（会計検査院「平成２１年度決算検査報告」） 

・評価時点より前の建設費等についても社会的割
引率を用いること 

■低い給水制限率の扱いについて 
（その他） 

・低い給水制限率において便益を算定するのは
過大評価ではないか 

□実施要領（健康局長通達） ⇒ 改正  
第１ 趣旨 
第２ 対象事業及び実施時期 
第３ 評価の実施体制と手順 
第４ 評価の内容及び資料の保存 
第５ 評価の結果に基づく対応 
第６ 評価結果等の公表 
第７ その他 
第８ 施工期日 

□実施細目（水道課長通達） ⇒ 改正  
第１ 評価の対象とする事業の範囲 
第２ 評価の単位の取り方 
第３ 再評価時期 
第４ 評価の内容 
第５ 評価の結果に基づく対応評価に関する資料の保存 

○解説と運用 ⇒ 新規策定 
 具体的な評価の手順や、費用対効果分析以外の評価の内容（特に代
替案立案など）などについて詳細に記載するなど、要領、細目を解説・補
完することにより、より適切に、より容易に事業評価が行われるように新
たに策定する。 
 なお、費用対効果分析については、マニュアルを参考にする。 

□水道事業の費用対効果マニュアル ⇒ 改訂 
 事業評価への主な意見などを踏まえ、よりわかりやすくするため構成の
見直し、費用対効果分析の手法の一部改正等、算定事例の充実を図る。 

 ・需要予測にあたっての留意事項の充実 
 ・便益算定方法の明確化 
 ・現在価値化の方法の改訂 
 ・年次算定法の充実   など 

意見を踏まえて
改正するととも
に、要領、細目
で重複する等、
分かりにくかっ
た部分を修正 

要領、細目等の改正（平成23年7月）の主な内容について 
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